
【案件】「箕面市地球温暖化対策実行計画 【事務事業編】」の策定について

出席者

委 員 市長、副市長、市政統括監

担当部 みどりまちづくり部長、みどりまちづくり部担当副部長、環境動物

室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・「箕面市地球温暖化対策実行計画 【事務事業編】」の内容の決定について

結 論

・原案で了とする。

質疑・意見等

Ｑ：温室効果ガス排出量の削減目標はどのように設定したのか。

Ａ：2021年 10月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」に即した目標を設

定している。今後、具体的取り組みを進めていく中で、必要に応じて排出量

の削減目標や取り組みの見直しを行う。

Ｑ：職員の取り組み、意識啓発をどのように進めるのか。

Ａ：本計画を全職員に周知することで、職員の意識の向上を図り、グリーン購入、

用紙類の使用の削減、使い捨て製品の購入の抑制等について推進する。

Ｑ：計画の進行管理や評価はどのように行うのか。

Ａ：各事業における具体的な取り組みを毎年度把握するとともに、エネルギーの

使用量については、四半期毎にその増減要因を検証する。年間の温室効果ガ

スの排出量はホームページで公表する。

以上

政策決定会議概要（１０月２日開催分）

日 時 令和５年１０月２日（月曜日）９時００分～９時３０分

場 所 市役所本館2階 会議室


